
木津川市行財政改革行動計画進行管理表（平成24年 9月末現在進捗状況）

計画期間中(H20～24)の財政効果
見込額

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
平成20～23年度の財政効果合算
額

1
指定管理者制度
の活用

① 施設管理のあり方の検証
関係課
（行財政改革推
進室）

行動計画 調査
段階
実施

⇒ ⇒
⇒

10,000
歳出10,000千円減

H21指定管理施設数10施設
H22指定管理施設数9施設
H23指定管理施設数9施設
H24指定管理施設数9施設

調査
段階
実施

⇒ ⇒ →

　 　 関係課
（高齢介護課）

行動計画 調査
段階
実施

⇒ ⇒ ⇒

調査
段階
実施

⇒ ⇒

　 　
関係課
（農政課）

行動計画 調査
段階
実施

⇒ ⇒ ⇒

調査
段階
実施

⇒ ⇒

　 　 関係課
（社会福祉課）

行動計画 調査
段階
実施

⇒ ⇒ ⇒

調査
段階
実施

⇒ ⇒

 
関係課
（山城地域総務
課）

行動計画 調査
段階
実施

⇒

調査
段階
実施

⇒

関係課
（管理課）

行動計画 調査
段階
実施

調査
段階
実施

  関係課
（社会教育課）

行動計画 調査
段階
実施

⇒ ⇒ ⇒

調査
段階
実施

⇒ ⇒

2
ＰＦＩ手法の活用
の検討

① ＰＦＩ手法の活用の検討 関係課 行動計画
調査
・研究

→ → → →

調査
・研究

→ → →

3
施設の点検・修
繕等の基準づくり

①
施設の点検・修繕等の基準
づくり

関係課
（建設課）

行動計画
調査
・研究

→ → → →

未実施
調査
・研究

→ →  

山城町森林組合と指定管理契約締結済引き続き、レストヴィレッジ山城で指定管理者制度を導入する。
公園利用者の拡大に向け、協働し環境整備を進めるとともに、啓
発の強化を行い、経営の安定を図る。
　指定管理施設：レストヴィレッジ山城
　指定管理者：山城町森林組合
　指定期間：H23.4.1～H26.3.31

本年度は、管理審議会、政策会議を経てパブリックコメント
の実施。

引き続き、木津老人福祉センターで指定管理者制度を導入する。
　指定管理施設：木津老人福祉センター
　指定管理者：社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
　指定期間：H24.4.1～H27.3.31

山城福祉センターで指定管理者制度を導入。
　指定管理施設：山城福祉センター
　指定管理者：社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
　指定期間：H24.4.1～H25.3.31

（４）公共施設の再構築

改革項目 前年度評価区分

所管課において指定管理者の導入を検討している施設につ
いて、その設置目的や管理のあり方等を検討し、指定管理
者制度の導入が適切かどうか等の協議調整を行った。

平成23年度現時点の
実施済状況

指定管理者評価制度に基づく、モニタリング等実施予定

実施内容 担当課
進行管理（効果見込額　単位：千円）

継続

平成23年度中の
今後の取組予定

指定管理評価制度にかかる利用者アンケートの内容等について、指定
管理施設所管課と協議調整を行う。

今年度中に、評価のためのモニタリング調査を２回、利用者アンケート
を１回実施予定

平成23年度取組方針
（公表済事項）

引き続き、指定管理施設所管課打ち合わせ会議の開催等も含め
て、指定管理者評価制度の本格導入がスムーズに進むように全
庁的な調整を行う。

パブリックコメント実施中であり、終了後管理審議会にて答申を頂きス
トック総合計画の完了予定です。

山城福祉センターで指定管理者制度を導入。
　指定管理施設：山城福祉センター
　指定管理者：社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
　指定期間：H24.4.1～H25.3.31
指定管理者評価制度に基づく、モニタリング等実施予定

平成２５年度から加茂文化センターへの指定管理者制度導入に
向けて準備作業を進める。指定管理者制度導入済み施設におい
ては、引き続き、効率的・効果的な運営が図れるよう検証を進め
る。
また、引き続き、次の施設で指定管理者制度を導入する。
①指定管理施設：中央交流会館・西部交流会館
　指定管理者：財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団
　指定期間：平成22年４月１日～平成25年３月３１日
②指定管理施設：山城総合文化センター・やすらぎタウン山城
プール・都市公園不動川公園・都市公園上狛駅東公園
　指定管理者：財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団
　指定期間：平成22年４月１日～平成25年３月31日

木津川市交流会館指定管理者選定委員会、木津川市加茂文化セン
ター指定管理者選定委員会、木津川市山城総合文化センター等指定
管理者選定委員会を開催し開催し、各施設の指定管理者候補者の審
査・選定を行う。議会の議決を経て各施設の指定管理者の指定を行
う。

指定管理者評価制度に基づく、モニタリング等実施予定

H25年度から山城支所整備事業を実施予定であり、山城福祉センター
については、取壊すこととなる為、平成24年3月31日付けで閉館予定

各施設の指定管理制度導入について、指定管理募集や指
定管理者選定委員会の設置など具体的な準備作業を進め
ている。

ストック総合活用計画において、計画的な修繕と予防保全的な維
持管理方針を定める。
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木津川市行財政改革行動計画進行管理表（平成24年 9月末現在進捗状況）

計画期間中(H20～24)の財政効果
見込額

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
平成20～23年度の財政効果合算
額

（４）公共施設の再構築

改革項目 前年度評価区分
平成23年度現時点の

実施済状況
実施内容 担当課

進行管理（効果見込額　単位：千円） 平成23年度中の
今後の取組予定

平成23年度取組方針
（公表済事項）

4
公共施設の適正
配置

① 関係課
（社会教育課）

行動計画
調査
・研究

→ → → →

調査
・研究

→ → →

② 学校適正配置の検討 学校教育課 行動計画
調査
・研究

→ → → →  

調査
・研究

→ → →

③ 加茂支所庁舎の有効活用
加茂支所市
民福祉課

行動計画
調査
・研究

実施 ⇒ ⇒ ⇒

(H23年度まで
 地域総務課)

調査
・研究

実施 ⇒ ⇒ ⇒

5 施設の民営化 ①
保育園の民営化（検討委員
会の設置）

子育て支援課 行動計画
調査
・研究

実施

調査
・研究

実施

②
幼稚園の民営化検討委員
会の設置

学校教育課 行動計画
調査
・研究

→ 実施 ⇒ ⇒

 
(平成23年度まで
教育総務課) 未実施 未実施 未実施

調査
・研究

→

内部検討を行った結果、幼稚園は、現状の運営を継続する。

社会教育委員会の生涯学習施設管理運営専門部会を中心
として施設のあり方、運営等について検討を行っている。

利活用検討委員会において基本方針案を作成し、政策会議
の決定を受け、パブリックコメントを実施した。

これまでの検討経過を見直し、新たな発想により利活用の
様々な可能性を模索した。

公共施設の適正配置の検
討
（レクレーション・スポーツ施
設、基盤施設、文教施設、
社会福祉施設等）

（終了）

決定した基本方針に基づき、具体的な施設の利用計画を確定し、利活
用の実施に移行する。

検討をまとめ、一定の方向性と方針を見出し、利活用の取り組みを推
進する。

引き続き、適正配置に向けた検討を進める。

国の子ども・子育て新システムやこども園に関する動向を注視し、
市の対応を内部検討する。

引き続き、適正配置についての検討を進める

基本方針に基づき、具体的な跡地の利活用を決定・実施する。

引き続き空きスペースの活用について模索していく。
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